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日
本
の
地
方
債
制
度
と
そ
の
格
付
け

〜
地
方
債
市
場
の
持
続
可
能
性
に
焦
点
を
当
て
て
〜

江
夏
あ
か
ね

は
じ
め
に

日
本
の
地
方
債
市
場
は
、
右
肩
上
が
り
の
経
済
成
長
の
終
焉
と
バ
ブ
ル
崩
壊
後
に
講
じ
ら
れ
た
経
済
政
策
の
影
響
に
加
え
て
、
地

方
分
権
や
財
政
投
融
資
改
革
と
い
っ
た
公
的
セ
ク
タ
ー
改
革
な
ど
を
背
景
に
、
二
〇
一
一
年
度
末
の
地
方
債
発
行
残
高
（
民
間
等
資

金
分
）
は
約
九
一
兆
円
と
な
っ
て
お
り
、
二
〇
〇
一
年
度
末
の
規
模
と
比
べ
る
と
約
一
・
六
倍
に
拡
大
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
の

地
方
債
市
場
（
民
間
等
資
金
の
う
ち
、
証
券
形
式
）
の
規
模
は
約
六
八
兆
円
（
１
）

と
、
国
内
一
般
債
市
場
の
約
三
割
を
占
め
て
い
る
。

日
本
の
地
方
債
市
場
は
こ
れ
ま
で
、
地
方
財
政
制
度
の
向
上
、
格
付
け
を
始
め
と
し
た
金
融
イ
ン
フ
ラ
の
拡
充
や
投
資
家
層
の
拡

大
な
ど
に
下
支
え
さ
れ
、
順
調
に
拡
大
・
発
展
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
地
方
債
格
付
け
に
関
し
て
も
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら

そ
の
概
念
が
日
本
の
地
方
債
市
場
に
も
浸
透
し
始
め
、
二
〇
〇
八
年
度
頃
ま
で
市
場
公
募
地
方
債
発
行
団
体
を
中
心
に
依
頼
格
付
け

の
取
得
が
進
ん
で
き
た
。

一
方
で
、
近
年
に
お
い
て
は
、
低
金
利
環
境
、
民
間
セ
ク
タ
ー
へ
の
貸
出
需
要
の
低
迷
な
ど
を
背
景
に
、
地
方
公
共
団
体
の
資
金

調
達
は
良
好
か
つ
安
定
的
に
推
移
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
下
、
二
〇
〇
九
年
度
頃
か
ら
は
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
依
頼
格

付
け
の
取
得
は
限
定
的
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。



地
方
債
市
場
の
拡
大
傾
向
は
今
後
も
続
く
と
見
込
ま
れ
る
。
そ
の
よ
う

な
中
、
地
方
財
政
を
大
き
く
下
支
え
し
て
い
る
国
の
財
政
状
況
の
悪
化
が

進
ん
で
い
る
上
、
本
格
的
な
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
更
新
需
要
が
到
来
す
る
見

込
み
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
今
後
も
地
方
財
政
や
地
方
債
市
場
の
持
続

可
能
性
を
確
保
で
き
る
の
か
は
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
日
本
の
地
方
債
制
度
と
そ
の
実
態
、
地
方
債
格

付
け
の
発
展
の
経
緯
を
地
方
財
政
・
地
方
債
制
度
の
変
遷
と
と
も
に
ま
と

め
た
の
ち
、
地
方
債
市
場
の
持
続
可
能
性
を
考
察
す
る
。

１
　
日
本
の
地
方
債
制
度
等
の
現
状

日
本
に
お
け
る
地
方
債
は
、「
地
方
公
共
団
体
が
財
政
上
必
要
と
す
る

資
金
を
将
来
そ
の
資
金
を
償
還
す
る
等
の
債
務
を
負
う
こ
と
に
よ
り
外
部

か
ら
調
達
す
る
」
仕
組
み
で
、
そ
の
「
履
行
が
一
会
計
年
度
を
超
え
て
行

わ
れ
る
も
の
」
と
定
義
付
け
ら
れ
て
い
る
（
２
）。

日
本
国
内
の
地
方
債
の
保
有

者
は
、
大
部
分
を
金
融
機
関
が
占
め
て
お
り
、
米
国
の
地
方
債
の
保
有
者

に
関
し
て
個
人
が
多
く
を
占
め
て
い
る
構
図
と
は
対
照
的
な
構
図
と
な
っ

て
い
る
（
３
）（

図
１
）。

地
方
債
の
債
務
履
行
に
関
す
る
仕
組
み
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
日
本
の
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図１　日本と米国の地方債保有者構成の比較（2012年３月末）
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0.3％

その他の預金取扱機関
3.8％

非生命保険
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（注）日本のデータは、速報ベース。
（出所）Board of Governors of the Federal Reserve System「Flow of Funds Accounts of the United

States － Flows and Outstandings（First Quarter 2012）」2012年６月７日、日本銀行「資金
循環統計」2012年６月19日



地
方
財
政
史
に
お
い
て
、
地
方
債
が
債
務
不
履
行
（
デ
フ
ォ
ル
ト
）
と
な
っ
た
事
例
は
、
一
九
二
五
年
の
北
海
道
留
萌
町
債
の
事
例

の
み
で
あ
る
（
４
）。

一
方
、
総
務
省
は
、
現
行
制
度
に
関
し
て
地
方
債
の
デ
フ
ォ
ル
ト
の
仕
組
み
は
存
在
し
な
い
と
し
て
、
地
方
債
の
債

務
履
行
の
確
実
性
を
下
支
え
す
る
三
つ
の
仕
組
み
（
地
方
債
の
元
利
償
還
に
要
す
る
財
源
の
確
保
、
早
期
是
正
措
置
と
し
て
の
起
債

許
可
制
度
、「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
」（
地
方
公
共
団
体
財
政
健
全
化
法
）
の
施
行
）
を
挙
げ
て
い
る
（
５
）。

ま
た
、
日
本
の
地
方
債
は
一
部
の
外
貨
建
て
債
（
６
）

を
除
き
、
中
央
政
府
が
明
示
的
に
保
証
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
山
・
杉

本
・
塚
本
（
二
〇
〇
六
）
は
、
国
に
よ
る
三
つ
の
信
用
補
完
を
通
じ
て
「
市
場
参
加
者
は
、
地
方
債
に
は
い
わ
ゆ
る
「
国
に
よ
る

『
暗
黙
の
保
証
』
が
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
７
）。

２
　
地
方
債
格
付
け
の
発
展
の
経
緯
、
そ
の
意
義

地
方
債
格
付
け
と
は
、「
地
方
公
共
団
体
が
負
う
当
該
債
務
に
関
す
る
支
払
確
実
性
に
つ
い
て
の
定
性
的
指
標
（
８
）」

と
定
義
付
け
ら
れ

る
。
日
本
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
格
付
け
を
取
得
し
て
い
る
の
は
、
二
〇
一
二
年
七
月
末
現
在
、
二
〇
一
二
年
度
の
全
国
型
市

場
公
募
地
方
債
発
行
団
体
（
五
二
団
体
）
の
う
ち
五
割
弱
に
当
た
る
二
五
団
体
と
な
っ
て
い
る
（
図
２
）。
二
〇
一
二
年
度
の
全
国

型
市
場
公
募
地
方
債
発
行
団
体
以
外
で
は
二
〇
一
二
年
七
月
末
現
在
、
宮
崎
市
が
格
付
け
を
取
得
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
格
付
け
は
、

発
行
体
格
付
け
及
び
（
も
し
く
は
）
債
務
格
付
け
で
あ
る
。

以
下
で
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
日
本
の
地
方
債
市
場
に
お
い
て
発
展
の
歴
史
を
遂
げ
て
い
る
地
方
債
格
付
け
に
関
し
て
、
地

方
債
市
場
に
お
け
る
動
き
や
地
方
財
政
制
度
等
に
照
ら
し
な
が
ら
、
四
つ
の
時
期
に
分
け
て
整
理
す
る
。

（66）



（
１
）
一
九
九
〇
年
代
後
半
〜
財
政
投
融
資
改
革
前

一
九
九
〇
年
代
後
半
の
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
の
悪
化

や
金
融
危
機
等
を
背
景
に
、
地
方
債
の
信
用
リ
ス
ク
に
投
資
家

が
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
東
京
都
、
神
奈
川
県
、
愛
知
県
、

大
阪
府
と
い
っ
た
複
数
の
地
方
公
共
団
体
が
財
政
危
機
宣
言
を

行
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
一
部
の
地
方
債
登
録
機
関
や
指
定
金

融
機
関
で
あ
る
金
融
機
関
が
厳
し
い
経
営
状
況
を
抱
え
て
い
た
。

地
方
債
市
場
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
固
有
の
要
因
を
抱
え
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ス
プ
レ
ッ
ド
が
乱
高
下
し
た
。

加
え
て
、「
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
」（
地
方
分
権
一
括
法
）
の
二
〇
〇
〇
年
四

月
の
本
格
施
行
を
通
じ
た
地
方
分
権
の
流
れ
、
二
〇
〇
一
年
四

月
か
ら
の
財
政
投
融
資
改
革
を
通
じ
て
、
地
方
公
共
団
体
が
で

き
る
限
り
民
間
等
資
金
、
と
り
わ
け
市
場
公
募
に
よ
り
資
金
調

達
を
す
る
こ
と
が
促
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
一
九
九
九
〜

二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
、
Ｒ
＆
Ｉ
及
び
Ｊ
Ｃ
Ｒ
が
相
次
い
で
市

場
公
募
地
方
債
発
行
団
体
に
公
開
情
報
に
基
づ
く
格
付
け
を
付

与
し
た
。

（67）

図２　日本における依頼に基づく地方債格付けの取得団体数の推移
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（注）１．累積格付取得団体は、各年度において、いずれかもしくは複数の格付会社から依頼に基づ
く格付けを取得している全国型市場公募地方債発行団体の数。2012年度は、2012年７月31
日現在。

２．右軸は、各年度末時点の全国型市場公募地方債発行団体のうち、いずれかもしくは複数の
格付会社から依頼に基づく格付けを取得している全国型市場公募地方債発行団体数の割合。

（出所）総務省「平成24年度全国型市場公募地方債発行予定額」2012年４月９日、ムーディーズ、
S&P、R&I、JCR、より作成



（
２
）
財
政
投
融
資
改
革
〜
二
〇
〇
五
年
ま
で

二
〇
〇
一
年
春
の
財
政
投
融
資
改
革
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
地
方
債
市
場
は
、
財
政
投
融
資
改
革
・
特
殊
法
人
等
改
革
を
背
景

（68）

図
３
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同
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bp）

1998年
秋
：

ロ
シ
ア
危
機
と

LT
C
M
破
綻
 

1998年
：
複
数
の
地
方
公
共
団
体
に
よ
る

財
政
危
機
宣
言

1998年
10月

：
市
場

公
募
地
方
債
、
繰
上
償

還
条
項
  削
除

1999年
3月
：
R
&
I、
市
場
公

募
地
方
債
発
行
団
体
に

対
す
る
op格

付
け
開
始

2000年
3月
：
JC
R
、
市
場
公

募
地
方
債
発
行
団
体
に
対
す
る

p格
付
け
開
始

2001年
：
財
政
投
融
資
改
革

及
び
特
殊
法
人
等
改
革

2002年
4月
：
2テ
ー
ブ
ル

方
式
導
入

2004年
4月
：
東
京
都
と
横
浜
市
、

個
別
条
件
交
渉
方
式
に
移
行 2007年

6月
：
地
方
公
共
団
体
財
政
健
全

化
法
、
成
立 2007年

2月
：
ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
、
日
本

の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
初
の

依
頼
に
基
づ
く
格
付
け
付
与

2007年
1月
：
R
&
I、
日
本
の
地
方
公
共
団
体
（
公

募
債
発
行
団
体
）
に
対
す
る
初
の
依
頼
に
基
づ
く

格
付
け
付
与

2006年
10月

：
S
&
P
、
日
本
の
地
方
公
共
団
体
に
対

す
る
初
の
依
頼
に
基
づ
く
格
付
け
付
与

2006年
9月
：
す
べ
て
の
市
場
公
募
地
方
債
発
行

団
体
が
個
別
条
件
交
渉
方
式
に
移
行

2006年
7月
：
日
本
銀
行
、
ゼ
ロ
金
利
政
策
解
除

2006年
6月
：
夕
張
市
、
財
政
再
建
団
体
指
定

申
請
の
方
針
を
正
式
表
明

2006年
1～
5月
：
21世

紀
ビ
ジ
ョ
ン
懇
談
会
で

“
再
生
型
破
綻
法
制
”
を
検
討

2006年
4月
：
地
方
債
協
議
制
度
へ
移
行

神
奈
川
県
と
名
古
屋
市
、
個
別
条
件
交
渉
方
式
に
移
行

2008年
～
：

欧
米
を
中
心
と

し
た
金
融
危
機

2007年
夏
～
：
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
問
題
と

金
利
の
低
下

2011年
3月
：
東
日
本
大
震
災

（
注
）
残
存

10年
程
度
、
対
国
債
ス
プ
レ
ッ
ド
、
ミ
ッ
ド
プ
ラ
イ
ス

（
出
所
）
日
本
証
券
業
協
会
「
売
買
参
考
統
計
値
」
よ
り
、
作
成



と
し
た
特
殊
債
・
財
投
機
関
債
市
場
の
不
安
定
な
動
き
を
一
時
期
受
け
た
以
外
は
、
近
年
の
中
で
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ス
プ
レ
ッ
ド
が

比
較
的
安
定
し
て
推
移
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
財
政
投
融
資
改
革
を
始
め
と
し
て
地
方
債
市
場
の
方
向
性
を
決
定
付
け
る
複
数
の
制
度
面
で
の
動
き
が
あ
り
、
こ
れ
ら

を
通
じ
て
二
〇
〇
六
年
か
ら
本
格
化
す
る
依
頼
に
基
づ
く
地
方
債
格
付
け
の
付
与
開
始
の
素
地
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
制
度
面
で
は
、

二
〇
〇
一
年
度
の
臨
時
財
政
対
策
債
発
行
開
始
、
二
〇
〇
四
〜
二
〇
〇
六
年
度
の
三
位
一
体
改
革
、
二
〇
〇
二
年
度
の
二
テ
ー
ブ
ル

方
式
の
導
入
及
び
そ
の
後
の
個
別
条
件
交
渉
方
式
移
行
団
体
の
増
加
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
、
二
〇
〇
四
〜
二
〇
〇

六
年
度
の
三
位
一
体
改
革
に
お
い
て
は
、
地
方
分
権
の
流
れ
の
中
、
国
庫
補
助
負
担
金
改
革
、
税
源
移
譲
、
地
方
交
付
税
の
見
直
し

が
一
体
と
し
て
行
わ
れ
、
国
か
ら
地
方
公
共
団
体
へ
の
財
政
移
転
が
二
〇
〇
四
〜
二
〇
〇
六
年
度
合
計
で
約
六
・
八
兆
円
削
減
さ
れ

た
。
大
山
・
杉
本
・
塚
本
（
９
）（

二
〇
〇
六
）
は
、
当
時
の
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
に
関
し
て
、「
総
じ
て
厳
し
く
、
国
か
ら
地
方
へ

の
分
権
化
の
動
き
と
も
相
俟
っ
て
、
ば
ら
つ
き
が
拡
大
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
格
付
け
に
関
し
て
も
少
し
ず
つ
動
き
が
顕
在
化
す
る
。
Ｓ
＆
Ｐ
は
、
二
〇
〇
四
年
三
月
よ
り
契
約
者
向

け
に
信
用
力
調
査
レ
ポ
ー
ト
を
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
、
市
場
公
募
地
方
債
を
発
行
し
て
い
る
主
要
地
方
公
共
団
体
に

信
用
力
評
価
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
公
表
し
た
（
10
）。

一
方
、
Ｒ
＆
Ｉ
は
二
〇
〇
四
年
一
二
月
、
近
江
八
幡
市
に
対
し
て
日
本
の
地
方

公
共
団
体
で
初
と
な
る
依
頼
に
基
づ
く
格
付
け
を
付
与
し
た
（
11
）。

近
江
八
幡
市
に
よ
る
格
付
取
得
は
、
市
民
病
院
の
改
築
事
業
を
Ｐ
Ｆ

Ｉ
方
式
で
実
施
す
る
際
に
民
間
金
融
機
関
か
ら
協
調
融
資
を
受
け
る
こ
と
な
ど
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

（
３
）
二
〇
〇
六
年
〜
金
融
危
機
前
ま
で

二
〇
〇
六
年
に
入
っ
て
、
地
方
債
市
場
の
様
相
は
、
大
き
く
変
わ
っ
た
。
江
夏
（
12
）（

二
〇
〇
七
）
は
、「
地
方
債
市
場
に
と
っ
て
、
二
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〇
〇
六
年
度
は
こ
こ
数
年
の
中
で
、
最
も
様
々
な
出
来
事
を
経
験
し
た
変
革
の
一
年
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
前

半
に
開
催
さ
れ
た
「
地
方
分
権
二
一
世
紀
ビ
ジ
ョ
ン
懇
談
会
」
に
お
け
る
再
生
型
破
綻
法
制
の
検
討
、
二
〇
〇
六
年
六
月
の
夕
張
市

に
よ
る
財
政
再
建
団
体
指
定
申
請
の
方
針
の
正
式
表
明
、
な
ど
を
通
じ
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ス
プ
レ
ッ
ド
が
大
き
く
拡
大
し
、
投
資

家
は
地
方
公
共
団
体
の
信
用
力
を
意
識
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
六
年
九
月
債
の
発
行
以
降
、
全
て
の
市
場
公
募
地
方

債
発
行
団
体
が
個
別
条
件
交
渉
方
式
に
移
行
し
た
。

こ
の
よ
う
な
変
革
の
流
れ
の
中
、
横
浜
市
が
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
、
日
本
の
全
国
型
市
場
公
募
地
方
債
を
発
行
す
る
地
方
公
共
団

体
で
初
と
な
る
依
頼
に
基
づ
く
格
付
け
を
Ｓ
＆
Ｐ
よ
り
取
得
し
た
（
13
）。

Ｓ
＆
Ｐ
に
続
い
て
、
Ｒ
＆
Ｉ
、
ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
及
び
Ｊ
Ｃ
Ｒ
も

全
国
型
市
場
公
募
地
方
債
発
行
団
体
に
対
し
て
依
頼
に
基
づ
く
格
付
け
の
付
与
を
開
始
し
た
。
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
依
頼
格
付
け

の
取
得
が
相
次
ぐ
中
、
地
方
債
に
関
し
て
非
居
住
者
等
に
対
す
る
非
課
税
措
置
が
二
〇
〇
八
年
一
月
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

投
資
家
層
が
徐
々
に
拡
大
す
る
兆
し
も
観
察
さ
れ
た
。

地
方
債
市
場
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
八
年
九
月
の
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
破
綻
を
中
心
と
し
た
金
融
危
機
頃
ま
で
、
日
本
の

市
場
公
募
地
方
債
発
行
団
体
に
よ
る
依
頼
に
基
づ
く
格
付
け
取
得
が
散
見
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
八
年
末
に
は
全
国
型
市
場
公

募
地
方
債
発
行
団
体
の
う
ち
、
半
数
が
依
頼
に
基
づ
く
格
付
け
を
取
得
し
た
こ
と
も
あ
り
、
Ｊ
Ｃ
Ｒ
が
二
〇
〇
八
年
二
月
、
Ｒ
＆
Ｉ

が
二
〇
〇
八
年
一
二
月
に
相
次
い
で
公
開
情
報
に
基
づ
く
格
付
け
を
取
り
下
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
方
、
地
方
債
市
場
に
お
い
て
も
、
二
〇
〇
七
年
三
月
に
成
立
し
た
「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
」（
地

方
公
共
団
体
財
政
健
全
化
法
）
の
内
容
が
、
再
生
型
破
綻
法
制
は
導
入
さ
れ
ず
、
地
方
債
償
還
に
係
る
セ
ー
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
が
強

化
さ
れ
る
方
向
性
と
な
っ
た
こ
と
を
背
景
に
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ス
プ
レ
ッ
ド
は
落
着
き
を
取
り
戻
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
総
務
省

が
二
〇
〇
六
年
八
月
に
地
方
公
共
団
体
に
通
知
し
た
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
改
革
の
更
な
る
推
進
の
た
め
の
指
針
（
14
）」（

行
革
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指
針
）
を
通
じ
て
、
地
方
公
共
団
体
が
財
務
書
類
四
表
（
貸
借
対
照
表
、
行
政
コ
ス
ト
計
算
書
、
資
金
収
支
計
算
書
、
純
資
産
変
動

計
算
書
）
を
基
準
モ
デ
ル
も
し
く
は
総
務
省
方
式
改
訂
モ
デ
ル
で
三
〜
五
年
後
ま
で
に
整
備
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
な
ど
、
地
方
公
共

団
体
の
財
務
情
報
の
開
示
の
観
点
か
ら
も
進
展
が
あ
っ
た
。

（
４
）
金
融
危
機
〜
現
在
ま
で

世
界
の
金
融
市
場
に
お
い
て
は
、
米
国
金
融
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
・
ロ
ー
ン
に
関
す
る
問
題
、
二
〇
〇
八
年
九
月

の
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
破
綻
、
二
〇
〇
九
年
後
半
頃
か
ら
の
ギ
リ
シ
ャ
な
ど
の
欧
州
周
辺
国
の
ソ
ブ
リ
ン
財
政
危
機
等
を
背

景
に
、
市
場
の
大
部
分
に
お
い
て
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
が
高
ま
っ
た
ほ
か
、
流
動
性
が
大
き
く
低
下
し
た
。

経
済
状
況
に
着
目
す
る
と
、
日
本
も
含
め
て
先
進
国
を
中
心
に
景
気
が
大
幅
に
後
退
す
る
中
、
日
本
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
一
年

三
月
に
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
、
数
次
に
渡
っ
て
補
正
予
算
が
組
ま
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
は
、
地

方
債
の
公
的
資
金
に
よ
る
引
受
の
拡
大
や
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
交
付
等
を
含
め
て
重
層
的
に
財
政
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
。

一
方
、
地
方
債
市
場
に
お
い
て
は
、
国
債
金
利
が
低
下
し
、
安
定
し
て
推
移
す
る
中
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ス
プ
レ
ッ
ド
も
、
リ
ー
マ

ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
破
綻
後
や
東
日
本
大
震
災
発
生
直
後
の
一
時
期
を
除
き
、
大
幅
に
タ
イ
ト
化
し
た
。
こ
れ
は
、
①
銀
行
の
預
貸

率
の
低
下
を
背
景
と
し
た
債
券
市
場
へ
の
資
金
流
入
、
②
金
融
危
機
等
を
背
景
と
し
た
質
へ
の
逃
避
、
③
日
本
銀
行
に
よ
る
資
産
買

入
等
の
基
金
の
創
設
と
そ
の
後
の
基
金
の
規
模
の
拡
大
、
④
東
日
本
大
震
災
発
生
後
の
電
力
債
の
発
行
抑
制
等
、
を
通
じ
て
、
需
給

環
境
が
極
め
て
良
好
と
な
っ
た
こ
と
が
背
景
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
良
好
な
起
債
環
境
下
、
依
頼
に
基
づ
く
格
付
け
を
取
得
す
る
地

方
公
共
団
体
は
、
二
〇
〇
九
年
度
以
降
限
定
的
と
な
っ
た
。
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３
　
日
本
の
地
方
債
市
場
の
持
続
可
能
性
を
め
ぐ
る
論
点

地
方
債
市
場
は
近
年
、
全
般
的
に
順
調
に
発
展
し
て
き
た
。
ま
た
、
地
方
債
市
場
は
、
金
融
市
場
に
お
い
て
は
比
較
的
安
定
性
を

享
受
し
て
い
る
。
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
に
着
目
を
す
る
と
、
地
方
財
政
の
借
入
金
残
高
は
二
〇
一
二
年
度
末
に
、
約
二
二
七

兆
円
（
15
）

に
達
す
る
見
込
み
で
あ
る
が
、
足
元
で
は
、
財
政
健
全
化
努
力
や
税
源
移
譲
等
を
背
景
に
、
全
般
的
に
緩
や
か
な
改
善
傾
向
に

あ
る
。
た
だ
し
、
今
後
も
税
収
の
大
幅
な
伸
び
を
期
待
す
る
の
は
困
難
な
状
況
下
、
さ
ら
に
財
政
運
営
手
腕
が
問
わ
れ
る
状
況
に
な

る
と
考
え
ら
え
る
。

一
方
、
中
長
期
の
地
方
債
市
場
の
安
定
性
の
継
続
可
能
性
を
考
慮
す
る
に
当
た
り
、
三
つ
の
論
点
（
財
政
の
脆
弱
化
が
進
む
国
の

財
政
状
況
、
予
算
制
約
の
ソ
フ
ト
化
の
問
題
、
イ
ン
フ
ラ
更
新
需
要
の
本
格
的
な
増
加
の
兆
し
と
現
在
の
地
方
公
会
計
制
度
で
は
と

ら
え
ら
れ
な
い
「
将
来
負
担
」
の
存
在
）
を
踏
ま
え
る
と
、
必
ず
し
も
近
未
来
の
地
方
債
市
場
の
安
定
性
が
確
保
さ
れ
る
と
は
言
い

切
れ
な
い
可
能
性
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
以
下
で
、
三
つ
の
論
点
を
考
察
す
る
。

（
１
）
財
政
の
脆
弱
化
が
進
む
国
の
財
政
状
況

日
本
の
国
の
財
政
状
況
は
、
右
肩
上
が
り
の
経
済
成
長
の
終
焉
と
そ
の
後
の
景
気
対
策
に
加
え
て
、
近
年
で
は
、
金
融
危
機
、
欧

州
ソ
ブ
リ
ン
の
財
政
危
機
、
東
日
本
大
震
災
を
通
じ
て
、
財
政
悪
化
が
加
速
し
て
い
る
。
日
本
の
国
及
び
地
方
の
長
期
債
務
残
高
は
、

二
〇
一
二
年
度
に
は
約
九
四
〇
億
円
（
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
一
九
六
％
）
と
か
つ
て
な
い
水
準
に
膨
ら
む
見
通
し
と
な
っ
て
い
る
（
16
）。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
石
井
（
二
〇
〇
一
）
は
、「
今
日
の
よ
う
に
地
方
債
発
行
残
高
が
天
文
学
的
な
数
字
と
な
っ
て

い
る
現
在
で
は
、
国
が
そ
の
能
力
を
超
え
る
負
担
を
負
う
こ
と
も
あ
り
う
る
し
、
ま
た
何
ら
か
の
事
情
で
地
方
自
治
体
に
対
す
る
支

援
が
で
き
な
い
状
態
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
た
上
で
、「
昭
和
三
〇
年
代
の
地
方
財
政
危
機
発
生
時
に
は
、
国
家
財
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政
に
は
現
在
よ
り
も
余
力
が
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
17
）。

一
方
、
関
口
（
二
〇
一
二
）
は
、
日
本
国
債
に
関
し
て
「
特
異
な
安
定

性
を
見
せ
る
資
金
調
達
環
境
」
に
触
れ
、「
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
安
定
性
が
状
況
の
鍵
を
握
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
一

度
信
認
が
失
わ
れ
た
時
に
は
、
一
挙
に
債
務
負
担
リ
ス
ク
が
顕
在
化
す
る
恐
れ
を
は
ら
ん
で
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
18
）。

（
２
）
予
算
制
約
の
ソ
フ
ト
化
の
問
題

予
算
制
約
の
ソ
フ
ト
化
と
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
経
済
学
者
の
コ
ル
ナ
イ
・
ヤ
ー
ノ
ッ
シ
ュ
が
社
会
主
義
国
に
お
け
る
国
有
企
業
の

経
営
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
分
析
す
る
た
め
に
発
展
さ
せ
た
概
念
で
あ
り
、
政
府
が
事
後
的
に
企
業
を
救
済
す
る
と
期
待
さ
れ
る
場
合

に
は
、
企
業
が
政
府
に
よ
る
救
済
を
予
め
期
待
す
る
こ
と
か
ら
、
経
済
的
自
立
に
向
け
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
も
た
な
く
な
る
た
め
、

社
会
的
に
見
て
経
済
の
効
率
性
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
19
）。

日
本
の
地
方
財
政
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、
予
算
制
約
の
ソ
フ
ト
化
を
め
ぐ
り
、
財
政
規
律
が
十
分
に
機
能
せ
ず
、
債
務
拡
大

等
の
財
政
悪
化
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
複
数
の
観
点
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
土
居
（
二
〇
〇
四
）
は
、
交
付

税
措
置
等
に
触
れ
、「
そ
も
そ
も
、
利
払
い
や
償
還
は
将
来
の
自
地
域
の
税
収
で
行
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
調
達
で
き
な
い
見
通

し
な
ら
ば
、
現
時
点
で
の
起
債
、
ひ
い
て
は
当
該
事
業
を
中
止
す
る
と
い
う
財
政
規
律
を
働
か
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

公
債
費
に
つ
い
て
自
地
域
で
租
税
負
担
を
ほ
と
ん
ど
負
わ
ず
に
起
債
で
き
る
た
め
、
財
政
力
が
弱
い
自
治
体
は
、
地
方
債
を
発
行
し

て
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
て
、
財
政
規
律
が
働
か
ず
、
必
要
以
上
に
将
来
あ
る
い
は
他
地
域
の
負
担
に
転
嫁
す
る
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
生
じ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
20
）。

一
方
、
持
田
（
二
〇
〇
八
）
は
、「
地
方
債
に
対
す
る
交
付
税
措
置
及
び
交
付
税
特
別
会
計
借
入
れ
の
た
め
に
、
個
別
地
方
自
治

体
は
「
地
方
借
入
残
高
」
の
半
分
以
下
し
か
債
務
と
し
て
認
識
し
て
い
な
い
可
能
性
」
が
あ
り
、「
債
務
の
保
有
と
最
終
的
な
償
還
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主
体
の
不
一
致
が
地
方
公
共
団
体
に
財
政
錯
覚
」
を
発
生
さ
せ
、
地
方
債
の
累
積
を
招
い
た
原
因
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ

う
」
と
述
べ
て
い
る
（
21
）。

（
３
）
イ
ン
フ
ラ
更
新
需
要
の
本
格
的
な
増
加
の
兆
し
と
現
在
の
地
方
公
会
計
制
度
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
「
将
来
負
担
」
の
存

在

日
本
の
社
会
資
本
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
と
と
も
に
着
実
に
整
備
が
進
め
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
税
収
低
迷

や
社
会
保
障
関
係
費
の
増
加
等
を
背
景
に
、
国
や
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
公
共
投
資
が
削
減
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
今
後
に
関

し
て
は
、
社
会
資
本
の
高
齢
化
が
急
速
に
進
行
し
、
維
持
管
理
費
や
更
新
費
が
急
速
に
増
加
し
て
い
く
見
通
し
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
中
、
国
土
交
通
省
（
二
〇
一
二
）
は
、
二
〇
一
一
年
度
か
ら
二
〇
六
〇
年
度
ま
で
の
五
〇
年
間
に
必
要
な
更
新
費
は
約
一

九
〇
兆
円
と
推
計
さ
れ
、
そ
の
う
ち
更
新
で
き
な
い
ス
ト
ッ
ク
量
が
約
三
〇
兆
円
（
全
体
必
要
額
の
約
一
六
％
）
と
の
試
算
結
果
を

公
表
し
て
い
る
（
22
）。

一
方
、
根
本
（
二
〇
一
一
）
は
、「
今
後
五
〇
年
間
の
更
新
投
資
総
額
は
、
三
三
〇
兆
円
に
の
ぼ
る
巨
額
な
金
額
に

な
る
」
と
の
試
算
を
示
し
て
い
る
（
23
）。

こ
の
よ
う
に
試
算
の
数
値
が
乖
離
し
て
い
る
の
は
、
現
在
の
地
方
公
会
計
制
度
で
は
捕
え
ら
れ
な
い
将
来
負
担
の
存
在
が
あ
る
こ

と
が
主
因
と
考
え
ら
れ
る
。
地
方
公
共
団
体
は
現
在
、
新
地
方
公
会
計
制
度
の
下
、「
基
準
モ
デ
ル
」
と
「
総
務
省
方
式
改
訂
モ
デ

ル
」
を
活
用
し
、
財
務
書
類
を
作
成
し
て
い
る
が
、
大
部
分
の
団
体
が
総
務
省
方
式
改
定
モ
デ
ル
を
選
択
し
て
い
る
。
総
務
省
方
式

改
定
モ
デ
ル
で
は
、
固
定
資
産
台
帳
の
整
備
は
段
階
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
発
生
主
義
を
適
用
し
て
い
る
民
間
企
業

と
は
異
な
り
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
現
金
主
義
を
適
用
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
場
合
、
固
定
資
産
台
帳
が
必
ず
し
も
整
備
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
あ
り
、
将
来
の
イ
ン
フ
ラ
更
新
需
要
の
把
握
が
必
ず
し
も
簡
単
で
は
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
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確
か
に
、「
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
白
書
（
24
）」

を
発
表
し
た
神
奈
川
県
藤
沢
市
の
よ
う
に
、
イ
ン
フ
ラ
資
産
の
将
来
の
更
新
投
資
額

を
推
計
し
、
将
来
の
財
政
制
約
を
少
し
で
も
緩
和
す
る
た
め
の
提
案
制
度
を
検
討
す
る
団
体
も
出
現
し
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
地
方
財

政
全
体
に
お
い
て
、
将
来
負
担
と
し
て
イ
ン
フ
ラ
資
産
の
更
新
需
要
を
正
確
に
把
握
す
る
ま
で
に
は
時
間
を
要
す
る
可
能
性
が
否
め

な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

仮
に
、
必
要
な
イ
ン
フ
ラ
更
新
が
資
金
不
足
に
伴
い
実
施
で
き
な
い
場
合
、
米
国
で
一
九
六
七
年
に
起
き
た
ウ
ェ
ス
ト
バ
ー
ジ
ニ

ア
州
と
オ
ハ
イ
オ
州
を
連
絡
す
る
シ
ル
バ
ー
橋
の
落
橋
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
頃
か
ら
散
見
さ
れ
た
よ
う
な
事
故

に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
例
え
ば
、
米
国
の
場
合
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
発
効
のG

A
SB

34

を
通
じ
て
、
イ
ン
フ
ラ
資
産
に
関
す
る

財
務
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
将
来
を
見
据
え
た
イ
ン
フ
ラ
資
産
管
理
の
仕
組
み
を
会
計
と
別
の
枠
組
み
で
構
築
し
て

い
る
。

４
　
む
す
び
に
代
え
て

日
本
の
地
方
債
市
場
は
、
地
方
財
政
制
度
の
進
化
や
金
融
イ
ン
フ
ラ
等
の
整
備
が
寄
与
し
、
こ
れ
ま
で
順
調
に
発
展
し
て
き
た
。

し
か
し
、
本
稿
で
は
、
近
未
来
の
地
方
債
市
場
に
お
け
る
良
好
な
起
債
環
境
の
継
続
可
能
性
を
め
ぐ
り
、
三
つ
の
論
点
を
踏
ま
え
る

と
、
必
ず
し
も
近
未
来
の
地
方
債
市
場
の
安
定
性
が
確
保
さ
れ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
可
能
性
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。
言
い
換
え

る
と
、
将
来
の
地
方
債
市
場
の
持
続
可
能
性
に
鑑
み
る
と
、
地
方
財
政
の
自
立
化
・
自
律
化
は
現
在
か
ら
見
据
え
る
べ
き
と
考
え
ら

れ
る
。

今
後
に
関
し
て
、
国
家
財
政
の
悪
化
、
来
た
る
本
格
的
な
イ
ン
フ
ラ
更
新
需
要
の
到
来
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
地
方
公
共
団
体
に

よ
る
さ
ら
な
る
財
政
健
全
化
努
力
に
加
え
て
、
地
方
公
共
団
体
の
資
金
調
達
の
安
定
性
の
確
保
策
（
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
拡
充
、
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資
金
調
達
の
多
様
化
、
民
間
資
金
の
適
切
な
導
入
、
イ
ン
フ
ラ
更
新
需
要
及
び
資
金
調
達
需
要
の
時
期
の
管
理
等
）
を
引
き
続
き
講

じ
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
格
付
け
に
関
し
て
は
、
地
方
債
市
場
の
現
状
や
格
付
取
得
コ
ス
ト
等
に
鑑
み
る
と
、

さ
ら
に
多
く
の
団
体
が
依
頼
に
基
づ
く
格
付
け
を
す
ぐ
に
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。
し
か
し
、
発
行
体
に

と
っ
て
資
本
市
場
へ
の
パ
ス
ポ
ー
ト
と
し
て
の
機
能
を
担
う
格
付
け
を
必
要
に
応
じ
て
将
来
取
得
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
べ
く
、
財

政
状
況
の
実
態
把
握
及
び
そ
の
開
示
、
金
融
市
場
と
向
き
合
う
ス
タ
ン
ス
と
い
っ
た
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
運
営
に
係
る
不
断
の

努
力
が
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
１
）
都
道
府
県
及
び
政
令
指
定
都
市
に
よ
る
発
行
分
。
地
方
債
協
会
『
地
方
債
』
二
〇
一
二
年
六
月
号
の
統
計
に
基
づ
く
。

（
２
）
平
嶋
彰
英
、
植
田
浩
『
地
方
自
治
総
合
講
座
九
　
地
方
債
』
ぎ
ょ
う
せ
い
　
二
〇
〇
一
年
　
一
〜
四
頁

（
３
）
江
夏
（
二
〇
一
二
）
は
、
日
米
に
お
い
て
地
方
債
の
保
有
者
構
成
が
対
照
的
な
背
景
と
し
て
、「
米
国
の
地
方
債
は
、
原
則
と
し
て
免
税
債
と

さ
れ
、
そ
の
利
子
に
つ
い
て
連
邦
所
得
税
を
課
税
さ
れ
な
い
」
こ
と
に
加
え
て
、「
①
直
接
金
融
が
発
展
し
て
い
る
米
国
に
比
し
て
、
日
本

で
は
間
接
金
融
が
資
金
調
達
手
段
の
中
核
で
あ
る
傾
向
が
あ
る
た
め
、
家
計
の
預
金
を
通
じ
て
、
金
融
機
関
が
地
方
債
な
ど
の
金
融
商
品

で
運
用
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
②
日
本
は
、
公
的
年
金
制
度
が
比
較
的
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
米
国
に
比
し
て
確
定
拠
出
型

年
金
を
保
有
す
る
ケ
ー
ス
が
少
な
い
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。（
江
夏
あ
か
ね
「
ビ
ル
ド
・
ア
メ
リ
カ
債
の
意
義
と
そ
の
効
果
」『
地
方
分

権
の
一
〇
年
と
沖
縄
、
震
災
復
興
﹇
日
本
地
方
財
政
学
会
研
究
叢
書
﹈』
勁
草
書
房
　
二
〇
一
二
年
　
二
〇
〇
頁
）

（
４
）

石
井
恵
美
子
「
地
方
債
の
危
機
管
理
制
度
の
必
要
性
」『
自
治
研
究
』
第
七
七
巻
第
八
号
　
良
書
普
及
会
　
二
〇
〇
一
年
　
一
二
八
〜
一
二

九
頁

（76）



（
５
）

総
務
省
「
地
方
債
の
安
全
性
」（http://w

w
w

.soum
u.go.jp/m

ain_sosiki/c-zaisei/chihosai/chihosai_c.htm
l

）

（
６
）

政
府
の
法
人
に
対
す
る
債
務
保
証
に
関
し
て
は
、
法
人
に
対
す
る
政
府
の
財
政
援
助
の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
一
年
九
月
二
五
日

法
律
第
二
四
号
）
第
三
条
に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
共
団
体
が
発
行
す
る
政
府
保
証
付
の
外
貨
建

て
地
方
債
に
つ
い
て
は
、
国
際
復
興
開
発
銀
行
等
か
ら
の
外
資
の
受
入
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
政
府
が
保
証
契
約

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
方
債
証
券
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
〇
年
六
月
一
四
日
政
令
第
二
〇
三
号
）
に
よ
り
充
当
で
き
る
事
業
が
定
め

ら
れ
て
い
る
。

（
７
）

大
山
慎
介
、
杉
本
卓
哉
、
塚
本
満
「
地
方
債
の
対
国
債
ス
プ
レ
ッ
ド
と
近
年
の
環
境
変
化
」
日
本
銀
行
ワ
ー
キ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
シ
リ
ー
ズ

06-J-23

二
〇
〇
六
年
　
別
紙
二
―
一

（
８
）

A
nthony

L.Loviscek
and

F
rederic

D
.C

row
ley

"M
unicipalB

ond
R

atings
and

M
unicipalD

bt
M

anagem
ent"

N
ew

Y
ork:

M
arcelD

ekker
Inc,1996,pp

475.

（
９
）

大
山
慎
介
、
杉
本
卓
哉
、
塚
本
満
「
地
方
債
の
対
国
債
ス
プ
レ
ッ
ド
と
近
年
の
環
境
変
化
」
日
本
銀
行
ワ
ー
キ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
シ
リ
ー
ズ

06-J-23

二
〇
〇
六
年
　
四
頁

（
10
）

Ｓ
＆
Ｐ
「「
地
方
自
治
体
信
用
力
分
析
サ
ー
ビ
ス
」
を
開
始
」
二
〇
〇
四
年
三
月
八
日

（
11
）

Ｒ
＆
Ｉ
「
新
規
格
付
け：

近
江
八
幡
市
」
二
〇
〇
四
年
一
二
月
二
七
日
。
た
だ
し
、
当
該
格
付
け
は
二
〇
〇
七
年
八
月
に
発
行
者
が
取
り

下
げ
を
申
し
出
た
た
め
、
取
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
。（
Ｒ
＆
Ｉ
「
近
江
八
幡
市
更
新
中
止
」
二
〇
〇
七
年
八
月
一
〇
日
）

（
12
）

江
夏
あ
か
ね
『
地
方
債
投
資
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
財
経
詳
報
社
　
二
〇
〇
七
年
　
一
四
九
頁

（
13
）

Ｓ
＆
Ｐ
「
日
本
で
初
の
依
頼
に
基
づ
く
自
治
体
格
付
け
を
付
与
、
横
浜
市
を
「A

A

」
に
」
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
四
日

（
14
）

総
務
省
総
務
事
務
次
官
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
改
革
の
更
な
る
推
進
の
た
め
の
指
針
の
策
定
に
つ
い
て
」
二
〇
〇
六
年
八
月
三
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一
日

（
15
）

公
営
企
業
債
（
企
業
会
計
負
担
分
）
を
含
め
た
数
値
。（
総
務
省
自
治
財
政
局
公
営
企
業
課
「
地
方
財
政
・
地
方
公
営
企
業
の
現
状
と
課
題
」

二
〇
一
二
年
七
月
　
一
〇
頁
）

（
16
）

数
値
は
、
政
府
見
通
し
に
よ
る
。（
財
務
省
「
我
が
国
の
一
九
七
〇
年
度
以
降
の
長
期
債
務
残
高
の
推
移
」
二
〇
一
二
年
四
月
）

（
17
）

石
井
恵
美
子
「
地
方
債
の
危
機
管
理
制
度
の
必
要
性
」『
自
治
研
究
』
第
七
七
巻
第
八
号
　
良
書
普
及
会
　
二
〇
〇
一
年
　
一
二
五
、
一
三

一
頁

（
18
）

関
口
健
爾
「
経
済
・
産
業
分
析
シ
リ
ー
ズ
「
ソ
ブ
リ
ン
格
付
け
」
の
視
点：

格
付
会
社
が
見
る
日
本
経
済
」『
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
ジ
ャ
ー
ナ

ル
』
二
〇
一
二
年
五
月
号
　
二
〇
一
二
年
　
日
本
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
　
六
二
頁

（
19
）

コ
ル
ナ
イ
・
ヤ
ー
ノ
シ
ュ
『「
不
足
」
の
政
治
経
済
学
』
岩
波
現
代
選
書
〈
九
〇
〉
岩
波
書
店
　
一
九
八
四
年
　
二
七
〜
四
九
頁

（
20
）

土
居
丈
朗
「
国
と
地
方：

政
府
間
財
政
関
係
の
再
設
計
」R

IE
T

I
D

iscussion
Paper

Series
04-J-016

独
立
行
政
法
人
　
経
済
産
業
研

究
所
　
二
〇
〇
四
年
　
一
五
頁

（
21
）

持
田
信
樹
「
地
方
債
制
度
改
革
の
基
本
的
争
点
」
貝
塚
啓
明
・
財
務
省
財
務
総
合
政
策
研
究
所
編
『
分
権
化
時
代
の
地
方
財
政
』
中
央
経

済
社
　
二
〇
〇
八
年
　
二
〇
五
〜
二
〇
七
頁

（
22
）

国
土
交
通
省
『
平
成
二
三
年
版
国
土
交
通
白
書
』
二
〇
一
二
年
（http://w

w
w

.m
lit.go.jp/hakusyo/m

lit/h23/hakusho/h24/htm
l/

n1216000.htm
l

）

（
23
）

根
本
祐
二
『
朽
ち
る
イ
ン
フ
ラ
』
日
本
経
済
新
聞
社
　
二
〇
一
一
年
　
七
二
頁

（
24
）

藤
沢
市
「
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
白
書
―
施
設
を
通
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
現
状
と
分
析
―
」
二
〇
〇
八
年
一
一
月

（
え
な
つ
　
あ
か
ね
・
駒
澤
大
学
非
常
勤
講
師
）
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